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第１章 背景 

１．これまでの行政改革について 

 本市では、昭和６０年に「袖ケ浦町行政改革大綱」の策定に伴い取組を開始し、

平成６年に、国において「地方公共団体における行政改革推進のための指針」が策

定されたことを機に、これまでの「行政改革大綱」を改め、新たに「第１次行政改

革大綱」を策定して、現在まで行政改革に取り組んできました。 

近年において、国の「集中改革プラン」等の動きに合わせる形で、平成１６年度

から実施していた「袖ケ浦市第４次行政改革大綱」の計画期間や改革項目を改定

し、改めて平成１７年度から２１年度までの５カ年計画を策定しています。 

その後、平成２２年度からは総合計画（計画期間：平成２２～３１年度（令和元

年度））との連携を考慮した「袖ケ浦市行政経営計画［第５次行政改革大綱］」（計画

期間：平成２２～２６年度）を策定し、その取組は現在の「袖ケ浦市第７次行政改

革大綱」（計画期間：令和２年度～令和７年度）まで引き継がれ、市に存在する行政

経営資源を効果的・効率的に活用し、最大の効果を生み出して市民満足度を向上さ

せることを基本理念として、不断の取組を行ってきました。 
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名　　　　　称 主　な　推　進　項　目
行政改革大綱 事務事業の見直し

（昭和60年度～） 組織機構の簡素合理化

給与の適正化・定員管理の適正化

事務改善の推進

第１次行政改革大綱 事務事業の見直し・組織、機構の見直し 平成６年

（平成７～９年度） 定員管理の適正化の推進

職員の人材育成の推進

行政の情報化の推進

会館等公共施設の設置及び管理運営

（※財政効果額　29,346千円）

第２次行政改革大綱 事務事業の見直し・組織機構の見直し

（平成１０～１２年度） 定員及び給与の見直し

人材の育成の推進・各種業務の情報化

行政の透明性の向上

公共工事のコスト縮減と入札の見直し

（財政効果額　676,824千円）

第３次行政改革大綱 市民との協働によるまちづくりの推進

（平成１３～１５年度） 　開かれた行政の推進

　市民の自主的活動の推進

効率的な財政運営の確立

　事務事業の見直し・組織機構の見直し

　人材育成の推進

（財政効果額　289,118千円）

第４次行政改革大綱 市民との協働によるまちづくりの推進 平成１７～２１年度

（平成１６～２１年度） 効率的な財政運営の確立 集中改革プランの実施

　＊平成１７年度に改定 （財政効果額　1,373,872千円）

行政経営計画 市民の視点に立った行政運営 平成２２年度～

＜第５次行政改革大綱＞ 機能的な執行体制づくり 自主的・主体的な行革の推進

（平成２２～２６年度） 安定した行財政の確立

地方公営企業等

（財政効果額　2,578,202千円）

行政経営計画 市民の視点に立った行政運営 平成２７年度～

＜第６次行政改革大綱＞ 機能的な執行体制づくり 地方行政サービス改革の推進

（平成２７～３１年度） 安定した行財政の確立

地方公営企業等

（財政効果額　1,109,606千円）

第７次行政改革大綱 経常経費の抑制 令和５年度～

（令和２～７年度） 公共施設マネジメントの推進 自治体フロントヤード改革

市民、職員、双方における満足度の向上

本市の取組
国の取組

「地方公共団体における行政改
革推進のための指針」が策定
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２．袖ケ浦市を取り巻く社会情勢の現状・課題 

（１）人口減少・少子高齢化 

 国の人口は平成２０年をピークに減少が続いており、出生率の低下に伴い、「少子

化」と「高齢化」が同時に進行しています。総務省統計局が発表している人口推計

によると国内の生産年齢人口（１５～６４歳）は令和６年１０月時点では７，３７

２万８千人だったのに対し、令和２２年（２０４０年）には６，２１３万３千人ま

で下がることが見込まれており※1、深刻な労働力不足になることが懸念されていま

す。 

 行政においても、生産年齢人口の減少に伴う職員の減少、社会保障費の増大な

ど、様々な分野で影響を及ぼしていくことが懸念されており、これらを踏まえた施

策が求められています。 

 本市の人口は袖ケ浦駅海側地区の土地区画整理などもあり、近年増加傾向で推移

していましたが、令和６年度末時点では直近１０年間で初めて自然減（出生数と死

亡数の差）が社会増（転入数と転出数の差）を上回るなど、将来的には減少するこ

とが予測されています。 

 

《図１》国内年齢別（５歳階級）人口（令和６年１０月時点） 

【出典】総務省統計局 参考表 1 年齢（5 歳階級）別人口―総人口、日本人人口 

 

※1 国立社会保障・人口問題研究所 日本の将来推計人口（令和５年推計） 

7372 万 8 千人 
生産年齢人口 
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《図２》国内年齢別（５歳階級）人口（令和２２年（２０４０年）推計） 

【出典】国立社会保障・人口研究所 日本の将来推計人口（令和５年推計） 

男女年齢 5 歳階級別人口(総人口)：出生中位(死亡中位)推計（５年毎のデータ） 

 

  

6213 万 3 千人 

生産年齢人口 
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《図３》袖ケ浦市人口推移（平成２７年度～令和６年度） 

【出典】袖ケ浦市人口統計（各年度９月３０日時点） 

 

《図４》袖ケ浦市人口増減（平成２７年度～令和６年度） 

【出典】袖ケ浦市人口統計（各年度（４月～３月末）異動増減数集計結果） 
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（２）人材・組織 

多様化・複雑化する行政課題や高度化する市民ニーズに柔軟かつ迅速に対応する

ためには、より機能的な組織体制の構築を進めるとともに、知識やスキルを有し、

変化に柔軟に対応できる人材の確保と、将来を見据えた計画的な育成が不可欠で

す。 

本市の人口１，０００人あたりの職員数については、市臨海部の京葉工業地域が

石油コンビナート等災害防止法に基づく特別防災区域に指定されており、消防部門

の職員を多く配置していることから、類似団体の平均値と比較して多い傾向にあり

ます。 

正規職員数についても１０年前と比較し約１０人増加していますが、生産年齢人

口が減少傾向にあることから、今後、人材の確保が難しくなることが想定されま

す。 

また、職員の年齢構成に不均衡が生じていることから、計画的な職員採用を行う

とともに、研修制度の充実等を通じて、職員一人ひとりの職務能力の向上と、組織

全体の知識・技術の継承を効果的に実施していく必要があります。 

今後、行政サービスの水準を維持し、更なる向上を図るためには、デジタル技術

を積極的に活用したサービスの提供、業務の効率化に取り組むとともに、業務を担

う職員が意欲的に職務に取り組むことができる環境の整備も重要となります。 

 

《図５》人口１，０００人あたりの職員数（平成２７年度～令和５年度） 

【出典】財政状況資料集（平成２７年度～令和５年度） 

    ※類似団体平均値＝人口や産業構造などが類似する団体（類似団体）の平均値 

袖ケ浦市が属する類型：令和２年度までⅡ－２・令和３年度からⅡ－３  
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《図６》袖ケ浦市正規職員数の推移（平成２７年度～令和６年度） 

 

 

《図７》正規職員 年齢別男女構成人数（令和７年４月１日時点） 

 ※定年延長職員を含む。再任用職員を除く。 
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（３）財政状況 

 過去１０年間の財政状況を分析すると、歳入・歳出ともに増加傾向にあります。

ピークとなっている令和２年度は、新型コロナウイルス感染症への対応などにより

大幅に増加となり、令和３年度以降も令和元年度以前と比較すると増加していま

す。 

歳入について、市税は平成２６年度の１３３億７，５００万円から令和５年度に

は１５６億５，２００万円と堅調に推移しており、袖ケ浦駅海側地区の土地区画整

理に伴う人口増加や椎の森工業団地２期地区の操業開始などにより増加傾向が続い

ています。市債については、令和３年度、４年度に増加したものの令和５年度には

減少しており、繰入金も令和元年度に１９億１，８００万円を計上したものの全体

としては減少傾向にあります。 

歳出については、平成２６年度の２６６億２００万円から令和５年度には２９１

億９，７００万円と増加傾向にあります。特に民生費は、平成２６年度の７２億

１，０００万円から令和５年度には１１５億３，２００万円と継続的に増加してい

ます。これは、少子高齢化の進展に伴う社会保障関連経費の増加が主な要因であ

り、今後もこの傾向は続くと考えられます。 

経常収支比率に着目すると、本市は平成２６年度から令和元年度まで上昇傾向に

ありましたが、令和２年度以降は８０％台後半から９０％程度で推移しています。 

類似団体の平均値との比較でも令和元年度までは平均を上回る水準で推移してい

ましたが、近年は平均を下回っており、改善傾向にあると考えられます。しかしな

がら、今後、少子高齢化の進展による社会保障関連経費の増加、物件費や人件費の

高騰など、経常経費が増加していくことが予想されます。 

限られた財源を最大限に有効活用するため、歳入の安定確保に加え、歳出の最適

化や効率化を図り、より持続可能な財政運営を目指していくことが重要となりま

す。 
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《図８》袖ケ浦市歳入の推移（平成２６年度～令和５年度） 

【出典】総務省 財政状況資料集（平成２６年度～令和５年度） 

 

 

《図９》袖ケ浦市歳出の推移（平成２６年度～令和５年度） 

【出典】総務省 財政状況資料集（平成２６年度～令和５年度） 
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《図１０》袖ケ浦市及び近隣市等経常収支比率（平成２６年度～令和５年度） 

【出典】財政状況資料集（平成２６年度～令和５年度）より 

 

 

（４）デジタルによる行政改革 

 国の「デジタル行財政改革 取りまとめ２０２４」では、今後、少子高齢化の進

展、生産年齢人口が減少する中でも行政サービスの水準を維持し、更なる向上を図

るためにはデジタル技術を最大限に活用する必要があるとされています。 

 自治体の行政改革においては、手続のオンライン化や各分野でのＤＸ※2（デジタ

ル・トランスフォーメーション）を進め、業務プロセスを抜本的に見直し、デジタ

ル化と業務効率化を同時に進めていくことが重要です。 

 また、デジタル技術活用の阻害要因となっているアナログ規制などの見直しの検

討、デジタル技術を効果的に活用できる人材の育成、情報セキュリティ対策もあわ

せて実施していく必要があります。 

  

 

※2 デジタル技術を活用してビジネスモデルや業務プロセスを変革すること。 
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第２章 行政改革プランの基本的な考え方 

１．行政改革プランの位置づけ 

 行政改革プランは、市の最上位計画である袖ケ浦

市総合計画（後期基本計画）の行政運営、財政運営

の章に掲げる「目指すまちの姿」の実現を支援する

ため、行政基盤（ヒト・モノ・カネ）の最適化を図

る個別計画として位置づけます。 

 また、行政改革の全体像をわかりやすく示し、効

率的に改革を推進するために、基本的な考え方や方

向性を示す「大綱」と具体的な実施内容を示す「ア

クションプラン」を統合し、「行政改革プラン」と

して策定します。 

 

２．行政改革の方向性・改革の柱 

 行政改革プランは３つの柱を軸に取組を進めていきます。 

 

《 行政改革プランの方向性 》 

「目指すまちの姿」の実現を支援する行政基盤（ヒト・モノ・カネ）の最適化 
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（１）効率的な行政運営 

行政サービスに対する市民ニーズは多様化・複雑化しており、市が担う業務量は

増加傾向にあります。しかしながら、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少によ

り、今後、人材の確保が難しくなることが想定されます。 

このような状況下でも行政サービスを維持し、更なる向上を目指すために、業務

プロセスの根本的な見直しや事務の統合等に加え、デジタル技術を活用した業務効

率化を図ります。 

 

（２）柔軟な組織運営・人材育成 

 急速に変化する社会情勢を的確に捉え、多様化、高度化する市民ニーズに柔軟か

つ迅速に対応していくためには、職員の能力向上、意識改革が不可欠です。また、

様々な課題に効率的、効果的に対応するためには柔軟な組織体制を構築することが

必要です。 

 今後限られた人材で行政サービスを維持・向上させるために、職員の個人の能力

向上を図るとともに、組織力の向上にも取り組みます。 

 

（３）持続可能な財政運営 

 本市が目指すまちの姿を実現するために欠かせない施策や事業を着実に実行して

いくためには、健全かつ安定した財政基盤を維持することが重要です。 

そのためには、歳入の安定確保に加え、業務効率化による事務の最適化や人件

費、物件費の抑制等により歳出の最適化に努め、健全な財政運営を行っていく必要

があります。 

 将来にわたって持続可能なまちづくりを推進するために、財政基盤の更なる強化

に取り組みます。 
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３．デジタルによる行政改革としての位置付け 

（１）袖ケ浦市デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）推進方針 

 今後、少子高齢化の進展、生産年齢人口が減少する中でも行政サービスの水準を

維持し、更なる向上を図るためにはデジタル技術を最大限に活用する必要があると

されています。 

そのため、推進項目の実行にあたっては袖ケ浦市デジタル・トランスフォーメー

ション（ＤＸ）推進方針に基づき、デジタル技術の活用を検討することとします。 
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４．計画期間 

 総合計画との一体的な推進を図るため、計画期間は総合計画の後期基本計画の期

間と合わせ、令和８年度から令和１３年度までの６年間とします。 

 

５．成果指標 

 行政改革プランは、袖ケ浦市総合計画（後期基本計画）の行政運営・財政運営の

章に掲げる「目指すまちの姿」の実現を支援するための個別計画として位置付けて

いることから、袖ケ浦市総合計画（後期基本計画）と整合性を図り、以下の指標で

成果を確認します。 

 

 

  

指標名 現状値 
目標値 

（令和１３年度） 

信頼できる市政運営を行っていると思う市民の割合 
62.3％ 

（令和６年度）  
70.0％  

ＩＣＴ化により効率的な行政サービスが提供されて

いると思う市民の割合 

58.0％ 

（令和６年度）  
64.0％  

経常収支比率 
91.3％ 

（令和６年度） 
90.0％ 
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６．推進体制 

（１）推進体制図 
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（２） 組織体制 

 ア．行政改革推進委員会（以下「推進委員会」という。） 

市民から幅広い意見等を伺うため、各種団体の代表者や公募からなる「袖ケ

浦市行政改革推進委員会」を設置し、行政改革プランの策定及び推進にあたっ

ての意見、提言等をいただきます。 

 

 イ．行政改革・情報化推進本部（以下「本部」という。） 

   市長を本部長とし、主に部長級の職員で構成します。 

行政改革プランについて、全庁的な視点で協議、策定、推進を行います。 

 

 ウ．行政改革・情報化推進検討委員会（以下「検討委員会」という。） 

   行政改革所管部長を委員長とし、主に次長級の職員で構成します。 

 行政改革プランの策定及び推進を行います。 

 

（３）進行管理 

 行政改革プランに位置付ける取組（推進項目）については、本部及び検討委員会

において毎年度進行管理を行います。 

 また、推進委員会において、各年度の進捗状況を報告するとともに、行政改革の

推進における重要事項の調査、報告及び審議を行います。 

 

（４）進捗状況の公表 

 進捗状況は、毎年度、市のホームページにて公表し、市民へ情報共有を行いま

す。 
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第３章 アクションプラン 

１．アクションプランの基本的な考え方 

アクションプランは、袖ケ浦市総合計画（後期基本計画）の行政運営、財政運営

の章の「目指すまちの姿」の実現を支援する行政基盤（ヒト・モノ・カネ）の最適

化を図るために実施すべき具体的な取組やスケジュールを策定するものです。 

 

２．行政改革プラン推進体系 

 行政改革プランの３つの柱を軸に、「業務効率化」、「組織力向上」、「財政基盤強

化」に資する取組を設定します。 

 具体的な取組については、【別添】行政改革プラン推進項目で設定します。 
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３．進行管理 

 市民ニーズの変化やデジタル技術の進展など、行政を取り巻く社会情勢は常に変

化しており、状況に合わせた迅速かつ柔軟な対応が求められます。このため、それ

ぞれの成果目標の達成状況や課題等を検証するＰＤＣＡ※3サイクルを実施するとと

もに、社会情勢の変化や多様化する市民のニーズを常に把握し、迅速に対応するた

めに状況変化を反映できるＯＯＤＡ※4ループを組み合わせた進行管理を行うこと

で、柔軟かつ効果的な推進を図ります。 

 

 

 

 

 

 
※3 業務改善などのために、Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価・検証）、Action（改善）

の 4 つのステップを繰り返すことで、継続的な改善を図る考え方。 

※4 Observe（観察）、Orient（状況判断）、Decide（意思決定）、Act（行動）の頭文字を取った

意思決定・行動のためのフレームワークで、変化がある状況において強みを発揮する手法。 

状況に応じて相互補完的に活用する 
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４．評価方法 

行政改革の取組は、その目的や性質によって成果の現れ方が異なるため、ＫＧ

Ｉ※5やＫＰＩ※6のほか、活動内容に基づく目標を設定するなど、推進項目ごとに成

果や改善を確認できる方法で評価を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※5 組織や事業の最終的な目標達成度を測定するための指標。重要目標達成指標。 

※6 取組の進捗状況を定量的に測定するための指標。重要業績評価指標。 


